
別表 

騒 音 ・ 振 動 の 防 止 方 法 

 

該当する事項に〇印をして下さい。 

 項        目 内          容 

工 

事 

現 

場 

に 

お 

け 

る 

措 

置 

住

民

等

へ

の

周

知

 

① 周知の方法について 

対 応 方 法 実 施 年 月 日(予定) 

１.説明会    .  .   ( 実 施 ・ 予 定 ) 

２.各戸説明    .  .   ( 実 施 ・ 予 定 ) 

３.地元役員等折衝    .  .   ( 実 施 ・ 予 定 ) 

４.周知文配布    .  .   ( 実 施 ・ 予 定 ) 

５.掲示板の設置    .  .   ( 実 施 ・ 予 定 ) 

６.その他（     ）    .  .   ( 実 施 ・ 予 定 ) 

公
害
防
止
の 

管

理

体

制 

③ 
公害防止の管理体制に

ついて 

１.苦情対応責任者【a 選任（常駐・非常駐〔代行者選任〕） 

b 自主管理責任者兼務  c 所長兼務 】 

２.苦情専用窓口設置 ３.ガードマン ４.その他 

苦
情
が
生
じ
た 

場
合
の
措
置 

⑤ 
苦情発生時の処理体制

について 
１.現場責任で対応 ２.本社責任で対応 ３. その他（     ） 

⑥ 
工事現場での措置につ

いて 

１.防止対策の強化【a 防音壁 b 防音ｼｰﾄ c 防音ﾊﾟﾈﾙ d 防音ｶﾊﾞｰ】 

２.作業時間・曜日等の変更  ３.工法、建設機械の変更 

４.動力源の適正配置     ５.陳情者に誠意をもって説明 

６.その他（                     ） 

作

業

に

係

る

措

置 

建
設
機
械 

⑦ 
使用する建設重機につ

いて 

１.低騒音型・低振動型建設機械 

２.標準型建設機械 

(さく岩機・ブレーカー・その他        ) 

公
害
防
止
対
策 

⑨ 
公害防止の対策内容と

対策範囲について 

１.防音壁  【a 現場周囲すべて b 民家側すべて c 民家側一部 d 機械周辺】 

２.防音ｼｰﾄ 【a 現場周囲すべて b 民家側すべて c 民家側一部 d 機械周辺】 

３.防音ﾊﾟﾈﾙ【a 現場周囲すべて b 民家側すべて c 民家側一部 d 機械周辺】 

４.防音ｶﾊﾞｰ【a 現場周囲すべて b 民家側すべて c 民家側一部 d 機械周辺】 

５ 動力源の適正配置  ６ 作業時間の配慮  ７ その他（              ) 

⑩ 
対策を講じない場合、

その理由について 

１.周辺に民家等なし  ２.短期間  ３.小規模作業  

４.その他（                           ） 

 


